
 

公共事業評価制度・事前評価の概要 

   

 
 

事前評価（計画段階） 事中評価（実施中） 事後評価（実施後） 

視点 ①事業概要の確認 

（適時性、有効性） 

②調整事項の確認（現実性） 

③事業計画の精査 

（合理性、先見性） 

④事業手法の整理（効率性） 

①事業の進捗状況、今後の見

込み 

②市民ニーズ、社会情勢等の

変化 

③代替案の立案可能性 

④事業の投資効果とその変化 

①改善措置の必要性 

②同種事業の計画等のあり

方 

③事業効果の発現状況 

④事業実施後の環境変化の

確認 
    

対象 ①総事業費３億円以上の施設

整備事業 

②年間運営経費が１千万円以

上の公の施設等の整備事業 

③その他事前に評価すること

が必要な事業 

①国庫補助採択後に未着工で

５年経過の事業 

②国庫補助採択後１０年経過

の事業  

など 

①国省庁等の国庫補助交付

要綱等にて事後評価の実

施が義務付けられている

もの 

    

要綱 新たな仕組みとして 

事前評価を新要綱で制度化 

既存の枠組みで対応 

（新要綱にもその旨を規定） 

 

 

  

 事業の企画・計画段階において事業の必要性や効果を判断することにより、事業規模や事業手法の適

正化を図るとともに、事業の意思決定や実施過程の透明性の向上を図る。 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 

評価関係課 

対象事業となるもの 

(1) 総事業費が３億円以上の施設整備事業 

(2) 年間運営経費額が１千万円以上の公の施設又は行政機関の整備事業 

(3) 施設の位置付け、事業規模等から事業計画、事業効果等を事前に評価する 

必要があると認められる事業  

①対象事業の該当性の判断 

…イ）評価関係課からの提案 ア）担当課による報告… 

③事前評価の対象となることの内示 事前評価委員会（担当係長会議） 
②共有・対象事業の決定 

行政管理課・政策推進課 

財政課・資産経営課 

①評価調書作成 「担当課による評価」 

②事前評価委員会開催 「委員会での審議」 

③評価結果作成  

庁議等の意思決定の場 

   

事前評価調書 
 

（担当課の判断） 

事前評価結果 
 

（事前評価委員会による 
事前評価） 

対応方針 
 

（事前評価結果を 
踏まえた 

担当課の考え） 

事業に係る構想・計画等を公

表するときは、事前評価結果

や対応方針の概要も合わせて

公表 

☛ ポイント 事前評価は、当該事業の見直しやスクラップを目的としたものではない。重要事項の議論

及び意思決定の場である庁議・経営会議・調整会議や庁内の検討組織、予算査定の機会などにおい

て、様々な視点から議論が展開されるよう、多角的な判断材料を提供するという役割を果たす。 

委員長：総務部長 委員：評価関係課長 

（必要に応じ技術系職員） 

① 事業の構想・立案（施設機能検討など） 

行政管理課 相談・支援 

対象事業とならないもの 

(1) 維持修繕その他の現状の機能を確保するための事業 

(2) 構想等策定段階において事前評価と同様の手続がとられている事業 

(3) 事前評価委員会において事前に評価する必要がないと認めた事業 など  

④評価調書の担当課への送付 

② 事前評価手続 

７月～８月予定（①１週間 ②２週間 ③２週間） 

 

④対応方針作成 「評価結果を尊重」 

【事前評価の時期】事業の目的、規模、基本的機能、実施場所、全体事業費及び効果の概要が定ま

った後で、かつ、当該事業における基本設計等の事業実施に係る経費の予算を要求する前まで 

６月 

・事業は市民ニーズに真に応えうるための内容か   

・事業を実施する上で推進体制やスケジュールの面で課題 

や調整すべき事項はないか 

・その他、事業を実施する上で懸案事項はないか    

・イニシャルコストに関する計画内容は妥当であるか   

・施設の規模は適切か 

・ランニング面の見通しは長期的な視点をもっているか 

・臨時的経費は将来を見通して十分に吟味されているか 

・事業推進体制は、全庁的な協力体制を前提に必要な分担か 

・管理運営まで見据えた事務処理・庁内協議を想定しているか     

・様々な角度から事業手法を検討しているか  等 

⑤対応方針を事前評価委員会に報告 

③ 事前評価手続終了後 

評価対象件数 

 年間 数件程度を想定 

【事前評価の制度趣旨】 

①評価の制度化 

統一的な基準と体制により公共事業を評価する仕組みを制度化すること 

②事業規模及び事業手法の適正化 

一定以上の大規模事業の事業計画（事業効果、総事業費、ランニングコ

スト、運営体制等）を実施前段階から評価し、事業規模及び事業手法の

適正化を図ること 

③意思決定の円滑化 

評価項目について、共通フォーマットを基本に整理することで、事業に

よっての検討深度のバラつきを防ぎ、スピーディで円滑な意思決定につ

なげること 

効
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施 
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業
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④ 基本設計等 事業実施へ 

評価関係課で構成 

規程：前橋市公共事業評価実施要綱、前橋市公共事業事前評価委員会要綱 


